
 
 

 

 

食品の安全確保のため、関係機関と連携し、監視指導等を行います。 

令和５年度の計画の概要は以下のとおりです。 

基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

計画のポイント 
 令和５年度は、多発しているカンピロバクター食中毒やノロウイルス食中毒

対策を重点指導事項とし、監視指導や啓発に取り組みます。また、食品衛生法改

正により義務付けられた HACCP に沿った衛生管理が徹底、向上されるよう、

指導や支援を行います。 

 加えて市民の皆様には、食品衛生に関する積極的な情報発信を行い、食中毒防

止につながる正しい知識の普及啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品等事業者 

食品衛生知識の普及・啓発（リスクコミュニケーションの充実） 

〇広報誌、ホームページ、リーフレット等の活用 

〇食品衛生相談 

〇まちづくり出前講座 

消費者（市民） 


